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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抗菌性作用物質を放出する層を技術的表面の上に作製するための方法であって、下記の
プロセス工程、即ち
－ポリ酢酸ビニル、保存剤として使用する抗菌効果物質又は抗菌効果物質の混合物、及び
溶媒として使用するエタノール・水混合物、酢酸エチル又はアセトンから溶液を調製し、
－溶液を技術的表面に塗布し、
－技術的表面に塗布された溶液を乾燥して層を形成する
ことを特徴とする前記方法。
【請求項２】
　保存剤として安息香酸、ソルビン酸、ナタマイシン、バクテリオシン、植物抽出物又は
これらの混合物の少なくとも１種を使用することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　溶液が活性調整剤として乳酸又はクエン酸を含むことを特徴とする請求項１又は２のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　溶液が溶媒に対して６０重量％以下のポリ酢酸ビニルを含むことを特徴とする請求項１
～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　溶液が溶液に含まれるポリ酢酸ビニルに対して４０重量％以下の保存剤を含むことを特
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徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　溶液が溶液に含まれる保存剤に対して５重量％以下の活性調整剤を含むことを特徴とす
る請求項３～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　溶媒が混合比８０：２０～１００：０重量％のエタノール・水混合物からなることを特
徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　温度２０℃～５０℃で混合することによって溶液の調製を行うことを特徴とする請求項
１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　浸漬、プリント、ニス引き又は吹きつけ法により、もしくは刷毛、ブレード又は波形ロ
ールにより、溶液を技術的表面に塗布することを特徴とする請求項１～８のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１０】
　技術的表面として食品保存手段、日用品又は医療分野で使われる手段の表面が使用され
ることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　食品保存手段としてフィルム及び／又はプラスチック、紙、金属又は天然物質製の容器
が使用されることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　溶液を技術的表面に塗布する前に、技術的表面を電気分極することを特徴とする請求項
１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　コロナ法によって電気分極を生じさせることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　表面に塗布した溶液の乾燥を６０℃以下の温度で行うことを特徴とする請求項１～１３
のいずれか１項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は抗菌効果被覆を技術的表面の上に作製するための方法に関する。本方法は食品
又は包装材製造業で、特に腐敗しやすい食品の包装のために適用される。さらに表面区域
を細菌、真菌、ウイルス、リケッチア又は病原菌による汚染から守ることが重要なすべて
の分野、例えば医療、製薬、生物学、日用品、家事又は繊維産業で本方法を使用すること
が可能である。
【背景技術】
【０００２】
　上記の類別の被覆は周知のように食品包装において、包装された食品を微生物、例えば
細菌、真菌又はその他の病原菌の蔓延から守るために使用される。抗菌被覆付き包装材料
を使用することによって、特に腐敗しやすい食品を高品質の状態で長時間貯蔵することが
できる。さらに包装した食品の表面又は中に病原体が発生する危険が減少する。
【０００３】
　抗菌効果被覆は典型的にはマトリックス状に形成されたベース層とその中に組み込まれ
た作用又は阻害物質を有し、作用又は阻害物質は微生物と接触すれば、これを殺し、又は
その増殖を阻止又は抑制する。現在、抗菌効果膜の基本的に２つの機能原理が知られてい
る。
【０００４】
　第１の機能原理は、抗菌性作用及び阻害物質が揮発性、即ち気化しやすい性質を有し、
初めはマトリックス状に形成されたベース層に組み込まれているが、時がたつにつれてマ
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トリックス材料から放出されるのが特徴である。その結果被覆された表面の近辺区域に抗
菌効果が生じるだけでなく、作用及び阻害物質はベース層から放出されることによって全
包装容積に抗菌効果を発揮する。この機能原理に適した抗菌作用物質は、ヨーロッパ地域
では使用できない（例えば二酸化塩素は毒性があるため、エタノールは不都合な官能的性
質があるため）。
【０００５】
　第２の機能原理ははるかに広く普及しており、抗菌効果のある作用及び阻害物質がベー
ス層から自力で逸出し得ないように、ベース層に立体的に固定されている。マトリックス
状に形成された層材料に組み込まれた作用及び阻害物質の抗菌効果は、特に食品と抗菌被
覆した表面との接触によって発揮される。その際作用及び阻害物質はマトリックス材料の
表面を通って食品の表面に拡散することができるから、被覆の抗菌効果はおおむね拡散動
力学によって決まる。
【０００６】
　抗菌被覆付き食品包装材による食品の包装に関連して、近年多数の作用及び阻害物質並
びに放出機構が研究された。Innovative Food Science & Emerging Technologies 3(2002
) 113-126所載のPaola Appendini及びJoseph H.Hotchkissの刊行物：’Review of antimi
crobial food packaging’(抗菌性食品包装の概観)はその概観を伝えている。
【０００７】
　ところが抗菌効果被覆の作製のための従来周知の方法は、技術的に手数を掛けて製造し
なければならず、従って高価であるか、又は使用される出発材料が十分な量で入手できず
、又は出発材料及び／又は生じる製品材料が法的規定を満足しないという欠点がある。
【発明の開示】
【０００８】
　本発明の根底にあるのは、抗菌効果被覆を技術的表面に作製するための、技術的に簡単
で、現行の法的義務を満足する、なるべく安価な方法を提示する課題である。本発明は特
に食品包装並びに医療、製薬、生物学、日用品、家事又は繊維産業に関連し、微生物例え
ば細菌、真菌又は病原菌の生息を防止しなければならない技術的表面に抗菌効果被覆を作
製するために適用されるものである。さらに本方法は慣用の設備で実施でき、従ってすで
に使用中のコーティングシステムを活用することができるものである。
【０００９】
　発明の根底にある課題の解決策が請求項１に示されている。従属請求項及びその他の説
明から発明思想の有利な特徴が明らかである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明に基づく方法はおおむね３つのプロセス工程、
即ち
　ａ）次の成分、即ちポリ酢酸ビニル、保存剤及び溶媒を完全に溶解した形で有する溶液
の調製、
　ｂ）技術的表面への溶液の塗布、
　ｃ）表面に塗布した溶液の乾燥とともに抗菌効果層の形成
を特徴とする。
【００１１】
　第１のプロセス工程で、ポリ酢酸ビニル、保存剤、溶媒の諸成分を有する溶液が調製さ
れる。溶媒として１００％酢酸エチル又はとりわけエタノール／水混合比８０：２０～１
００：０重量％のエタノール・水混合物が使用される。エタノール・水混合物は技術的、
生理的かつ環境適合溶媒として使用され、蒸発するが大部分が再び回収される。さらにア
セトンも溶媒として適している。
【００１２】
　溶媒にまずポリ酢酸ビニルが加えられ、溶媒に完全に溶解される。ポリ酢酸ビニルは溶
媒に簡単に溶け、ベース層としてそこに組み込まれる抗菌性作用又は阻害物質に対して非
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常に優れた放出特性を有し、技術的表面に塗布した後に透明で柔軟なフィルム状ベース層
を形成することから、作製される抗菌被覆のマトリックス状ベース層のための理想的な物
質であることが判明した。溶液は溶媒の量に対して好ましくは６０重量％以下のポリ酢酸
ビニルを含む。
【００１３】
　続いて溶媒に保存剤が加えられる。保存剤は本来抗菌効果のある作用又は阻害物質に相
当する。基本的に、本方法で使用できるこの種の作用又は阻害物質が多数知られている（
Paola Appendini 及びJoseph H.Hotchkiss, Innovative Food Science & Em-erging Tech
nologies 3(2002) 115頁、表2を参照）。安息香酸、ソルビン酸、ナタマイシン、バクテ
リオシン（例えばナイシン又はペディオシン）、植物抽出物又はこれらの混合物が、特に
適した作用又は阻害物質であることが判明した。特に安息香酸とソルビン酸は食品にも食
品包装用プラスチックにも法律で許可されており、様々な微生物群、例えば細菌、酵母又
は糸状菌に対して広範な抗菌スペクトルを有する。さらにこの２つの物質はポリ酢酸ビニ
ルフィルムに高い濃度範囲まで溶け込んでおり、自身の結晶形成によりポリ酢酸ビニルフ
ィルムの透明性に影響を及ぼすことはない。但し前述のように、食品法規で許可された他
の周知の保存剤又はその混合物も使用することができる。溶媒、ポリ酢ビニル及び保存剤
の諸成分を有する溶液は、溶液に含まれるポリ酢酸ビニルの量に対して４０重量％以下の
保存剤を含むことが好ましい。
【００１４】
　また、単数又は複数の保存剤が溶液に不解離の形で存在するように、技術的表面及びそ
の至近の周辺のｐＨ値を調整する機能を有するいわゆる活性調整剤を溶液に加えてもよい
。前述のように作用又は阻害物質に相当する保存剤は、不解離状態でその抗菌効果を最も
よく発揮することができる。意外なことに、活性調整剤としての乳酸又はクエン酸は安息
香酸及び／又はソルビン酸と組み合わせて使用するのが特に適していることが判明した。
溶液は、溶液に含まれる保存剤の量に対して５重量％以下の活性調整剤を含むことが好ま
しい。
【００１５】
　溶液の調製は、絶えず攪拌しつつ、場合によっては溶液の調製のために理想的な２０～
５０℃の範囲の温度水準を保って行うことが好ましい。
【００１６】
　第２のプロセス工程では、混合され、場合によっては温度調整された溶液が技術的表面
に塗布される。そのために技術的表面に液状媒質を適宜に塗布するために利用しうる原則
としてすべての方法及び技術、例えば浸漬、プリント、ニス引き又は吹きつけ法並びに刷
毛、ブレード又は波形ロールによる溶液の塗布が考えられる。溶液の塗布のために選ばれ
る技術は、被覆される表面の性状又は表面を有する物体の形状の種類による。例えばポリ
マーフィルム又は紙の被覆には慣用のニス引き法を使用できるが、カップ状の容器では吹
きつけ法が好適である。
【００１７】
　とりわけ電気的表面極性を有する技術的表面が表面と溶液の緊密な結合に適しているこ
とは、特に好都合であることが判明した。技術的表面の電気極性を電界によって発生又は
変化することができる。溶液を塗布する前にコロナ放電によって技術的表面の電気分極を
行うことが好ましい。
【００１８】
　第３のプロセス工程では技術的表面に塗布された溶液の乾燥が６０℃以下の温度で行わ
れる。乾燥によって溶媒が気化し、ポリ酢酸ビニルからなり、保存剤、即ち抗菌効果作用
又は阻害物質が組み込まれたマトリックス状のベース層が形成される。
【００１９】
　こうして本発明に基づく方法によって抗菌効果被覆を技術的表面の上に作製することが
できる。抗菌効果被覆はベース層として単数又は複数の抗菌効果作用又は阻害物質を組み
込んだポリ酢酸ビニルを有し、作用又は阻害物質は時がたつにつれてマトリックス材料か
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はプラスチック、紙、金属又は天然物質製の容器の表面が考えられる。さらに本発明に基
づく被覆は医療、製薬、生物学、日用品、家事又は繊維産業の分野の、微生物例えば細菌
、真菌又はその他の病原菌の生息を防止しようとする技術的表面にも適用される。
【００２０】
　また本発明に基づく方法によれば安価な、任意の量が入手可能な、食品法規で許可され
た出発物質を使用して、簡単な慣用の技術的手段で抗菌効果被覆を技術的表面に塗布する
ことが可能である。
【００２１】
　次に下記の実施例に基づき、但し全般的発明思想を限定することなく、本発明を説明す
る。
【実施例】
【００２２】
　まず粉末状又は顆粒状で得られるポリ酢酸ビニル１０ｇと、混合比９５：５重量％のエ
タノール及び水の混合物からなる溶媒１００ｇをかき混ぜ、３０～４０℃に熱して、ポリ
酢酸ビニルが完全に溶解した形になるようにして透明な溶液を調製する。続いて溶液に含
まれるポリ酢酸ビニルに対して１０重量％のソルビン酸（保存剤）、即ち１ｇのソルビン
酸及び溶液に含まれる保存剤の量に対して０．１重量％の乳酸、即ち０．００１ｇの乳酸
を溶液に加える。短時間の後に透明な溶液が生じる。次に溶液をポリオレフィンからなる
ベースフィルムに塗布し、ブレードでその表面に広げる。そのとき使用されるブレードに
応じて、塗布される溶液の４０～１００μｍの層厚が生じる。塗布された溶液がベースフ
ィルムによく付着するように、溶液の塗布の前にコロナ法によりベースフィルム表面に約
４０dyn/cm2の表面電圧を生じさせることが好ましい。特にここで使用されるポリオレフ
ィンのベースフィルムの場合、これはフィルムと塗布された溶液との間の付着性の顕著な
改善をもたらす。
【００２３】
　ベースフィルム上に移された溶液を次に５０℃の温度で約５分間乾燥する。適用される
乾燥法によっては、その他のパラメータ、例えば供給される空気量又は大気湿度を考慮し
なければならない。乾燥工程中に温度限界として６０℃の温度を超えてはならない。乾燥
時にポリマーフィルム上に透明で柔軟な被覆が形成される。冷却の後にその抗菌効果を例
えば改良寒天拡散テストで検査することができる。このテストは４工程からなる。即ち
１．無菌寒天層入りのペトリ皿を準備する、
２．被覆区域と無被覆区域があるテストフィルムを寒天層の上に張る、
３．試験病原菌を含む寒天をテストフィルムに塗布する、
４．保温し、評価する。
【００２４】
　抗菌効果のある、即ち溶液で被覆したポリオレフィンフィルムは試験生物Saccharomyce
s cerevisiae（パン酵母）を使用した上記の寒天拡散テストで、テストフィルムの被覆し
た表面区域では微生物の生息が起こらないことを示す。グラム陽性及びグラム陰性菌、真
菌及び微生物学のその他の領域の微生物に対しても、上記の方法で調製した被覆付きフィ
ルムは阻害効果を示す。さらにその場合被検被覆は使用された保存剤の約２０～４０mg/m
2を２日で放出することが、測定によって明らかになった。
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